
保育制度の拡充を求める意見書  

 

 

 政府は、「こどもまんなか社会」の実現に向け、本年４月に「こど

も家庭庁」を創設するとともに、「異次元の少子化対策」として、

2030年代初頭までに子ども関連予算の倍増の実現を目指している。  

 急速な少子化が進む中、少子化対策の抜本強化は先送りの許されな

い喫緊の課題であり、子育て世帯からは、保育料無償化対象範囲の拡

大や多様な保育サービスの拡充など子育て支援の充実が強く求められ

ている。  

 こうした状況の中、独自で保育料無償化範囲の拡大や軽減を行って

いるところもあるが、多くの自治体では、保育人材の確保や財源の確

保という点で課題があり、自治体間で格差が生じる事態となっている。  

 本来こうした施策は自治体間で違いがあるべきものではなく、国に

おける合理的な基準に基づき一律に適用されるべきものである。  

 よって、国におかれては、少子化対策の強力な推進及び子育て支援

の拡充のため、下記の事項を実施されるよう強く要望する。  

 

               記  

 

１  ３歳未満児についても保育料完全無償化を国の責任において実現

すること。なお、無償化の実施に当たっては、地方自治体に極力財

政負担が生じないよう、必要な措置を行うこと。  

２  多様化する保育ニーズへの対応や、質の高い教育・保育サービス

の提供に向けた保育人材の確保を図るため、より一層の処遇改善を

実施し、財政措置を含め、あらゆる支援措置を国の責任において講

じること。  

 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。  
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